
深浦町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年２月１０日（木） 午前１０時より 

 

２．開催場所  深浦町役場１階「町民文化ホール」 

 

３．出席委員（１０名） 

   会長  １４番、西崎 哲彦    

   委員   １番、新岡 一樹   ２番、島 成人    ３番、工藤 雅夫   

６番、平澤 忠彦   ７番、吉田 政志  １０番、松沢 忠男 

１１番、前田 正彦  １２番、岩谷 敬一郎 １３番、堀内 竹一 

 

４. 欠席委員（４名）   ４番、村山 勝彦  ５番、奈良 玲子  ８番、上田 茂子 

９番、角谷 喜春 

 

５．議事録署名者の選任 １０番、松沢 忠男 １２番、岩谷 敬一郎 

 

６．議案審議 

議案第１号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 
 
議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について（利用権貸借） 
 
議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（一括方式） 
 

７．農業委員会事務局職員 

     事務局長   黒滝 秀晴 

     次  長   福沢 久弥 

     主  査   小山 裕輔 

 

事 務 局   皆様お疲れ様でございます。 
       定刻となりましたので、農業委員会総会を開会します。会長より挨拶をお願いし

ます。 
 

西崎会長   改めて、おはようございます。 
本日も、皆様からの活発な意見が出されますようお願いしまして、簡単ではあり  

ますが私からの挨拶とします。 
 

事 務 局   ここで、欠席委員の報告をいたします。 

       議席番号４番、村山勝彦委員、５番、奈良玲子委員、８番、上田茂子委員、９番、

角谷喜春委員については、欠席となっております。 

ただ今の出席委員は、１４名中１０名で、深浦町農業委員会会議規則第６条の 



      規定による定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

       それでは、同規則第４条の規定により、議長は会長が務める事となっております 

      ので、以降の議事の進行は西崎会長にお願いします。 

 

西崎議長   これより議事に入ります。 

       まず、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

       深浦町農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、 

      議長から指名する事にご異議ありませんか。 

 

一  同   「異議なしの声」あり 

 

西崎議長   議事録署名委員は「議席番号委員、１０番、松沢忠男委員、１２番、岩谷敬一郎

委員」にお願いいたします。 
       なお、本日の会議書記には、小山主査を指名します。 
       それでは議案審議に入ります。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見につい 

て」を議題といたします。議案第１号番号１について事務局より説明を求めます。 
 

事 務 局   （議案第１号番号１について説明） 
 
西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問ございませんか。 

   無ければ私から。返すとき田から畑にして返すけど地目変更しなくていいのか。 

 
事 務 局   返すときに地目変更するそうです。 
 
西崎議長   分かりました。他に何か質問ありませんか。 

 

新岡委員   実際に大型のトラックで通ったことがあるのですが道幅が大変狭いです。この道

は将来的にはどうするのか話はあるのですか。 

 

事 務 局   この事業と同時に農道も整備されます。転用とは別に。 
 
新岡委員   転用とは別にですか。水路もありますが、それも一緒に整備するのですか。道路

の拡張をするのなら田に面した水路のＵ字溝も整備されるのですか。気になったの

で質問しました。 

 

事務局長   それは建設課の管理になると。 

 

西崎議長   確認しないといけない問題。 

 

新岡委員   道路の整備が入れば工事期間中の農家の皆さんは農作業をするにも大変になると

思います。通行止めになれば農作業を出来なくなるかと思いますので。 



 

吉田委員   通行止めに関して話は聞いています。一か所だけ通行止めにしてあとは通れるよ

うにするとか。 

 

新岡委員   迂回して作業するということですか。分かりました。 

 

吉田委員  （配布された資料を使い説明） 

 

西崎議長   今のそれって事務局が説明しなければいけない。 

 

吉田委員   事務局が本当は説明するんだけど、たまたま話を聞いてたから。 

 

新岡委員   通るのは大丈夫なんですね。 

 

吉田委員   通るのは大丈夫。 

 

新岡委員   分かりました。 

 

吉田委員   あと水路関係自体は工事に掛かかればればやるし、農繁期に田の工事はやらない

という話は聞いてます。 

 

新岡委員   農家にとっては良いんですね。分かりました。ありがとうございました。 

 

西崎議長   委員から説明させるのは駄目だ。今の議案の案件は県の常設審議委員会にかかる

し、今の様な質問が来る可能性がある。 

 

事務局長   こちらの方で確認します。 

 

新岡委員   吉田さんの説明があったので大丈夫です。 

 

西崎議長   他に何かご質問はございませんか。 

 

一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第１

号番号１について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第１号番号１については、原案のとおり可

決しました。 
       次に番号２について、事務局より説明を求めます。 



 

事 務 局   （番号２について説明） 
 
西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問はございませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第１

号 番号２について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第１号番号２については、原案のとおり可

決しました。 
       次に、議案第２号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定

について（利用権貸借）」を議題といたします。 
それでは議案第２号 番号１～１３について事務局より説明を求めます。 
 

事 務 局   （議案第２号 番号１～１３について説明） 
 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問ございませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第２

号 番号 1～１３について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第２号 番号 1～１３については、原案のと

おり可決しました。 
次に、番号１４について事務局より説明を求めます。 
 

事 務 局   （番号１４について説明） 
 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問ございませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第２

号番号１４について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 



 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第２号番号１４については、原案のとおり

可決しました。 
       次に番号１５についてですが、２月４日に取下げがあったため、議案書から削除

願います。 
次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認  

について（一括方式）」を議題といたします。議案第３号 番号１について事務局よ

り説明を求めます。 
 

事 務 局   （議案第３号 番号１について説明） 

 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問ございませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第３

号 番号１について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第３号 番号１については、原案のとおり可

決しました。 
       次に番号 2 について事務局より説明を求めます。 
 

事 務 局   （議案第３号 番号２について説明） 

 

西崎議長   これより質疑に入ります。ただ今の件について、何かご質問ございませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ないようですので、質疑を終結いたします。それでは採決いたします。議案第３

号 番号２について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 
一  同   「なしの声」あり 
 
西崎議長   ご異議なしと認めます。よって、議案第３号 番号２については、原案のとおり可

決しました。 
       以上で、本日の議案審議はすべて終了しました。 
       最後に、「その他諸般の報告」について事務局から説明があります。 
 
事 務 局   （「その他諸般の報告」について説明） 
 
事務局長   ３月の総会の開催日程等についてですが３月３日（木）を予定しております。 



      時間ですが今まで通り１０時でよろしいですか。 

 

一  同   はい 
 

事務局長   それでは３月３日（木）の１０時でよろしくお願いします。 

       あと、担当者からその他の説明があります。 
 
事 務 局   諸般の報告４その他について説明 
 

西崎議長   以上を持ちまして「令和３年度第１１回（２月）総会」を閉会します。皆様お疲

れ様でした。 
 

閉会 午前 １０時 ４０分 

 

 

 

 
           上記のとおり相違ないことを署名する。 

 

                       令和４年２月１０日 

 

 

               議    長  西崎 哲彦 

 

 

               議事録署名者 

 

 

                   １０番  松沢 忠男 
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諸 般 の 報 告 

 

令和４年２月１０日（木） 

 

１ 会議等の出席状況  

  ①第７０回常設審議委員会【書面開催】 

   日時：令和４年１月２８日（金）１０：３０～ 

   場所：ホテル青森 ３階 あすなろの間 

   出席：西崎会長 

 

  ②農業委員会会長・事務局長会議【書面開催】 

   日時：令和４年２月８日（火）１３：００～１５：００ 

   場所：ホテル青森 ３階 孔雀の間 

   出席：西崎会長、黒滝事務局長 

 

 

２ 会議等の出席予定 

  ①第７１回常設審議委員会 

   日時：令和４年２月２８日（月）１０：３０～ 

   場所：ホテル青森 ３階 あすなろの間 

   出席：西崎会長、福沢次長（説明員として出席） 

 

 

３ ３月総会の開催日等について 

  開 催 日：令和４年３月３日（木） 



  開催時間： 

 

 

４ その他 

 


